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全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
四
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
基
幹
的
大
量
高
速
輸
送
機
関
で
あ
る
新
幹
線
鉄
道
の
安
定
的
な
輸
送
を
将
来
に
わ
た
り
確
保
す
る

た
め
、
将
来
必
要
と
な
る
そ
の
土
木
構
造
物
の
大
規
模
改
修
に
向
け
て
万
全
の
備
え
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
新
幹
線
鉄
道
を
所
有
し
、
か
つ
、
そ
の
営
業
を
行
う
法
人
で
あ
っ
て
、
新
幹
線
鉄
道
大
規
模
改
修
引

当
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
指
定
を
受
け

た
法
人
は
、
新
幹
線
鉄
道
大
規
模
改
修
引
当
金
積
立
計
画
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
計
画
に
従
い
、
新

幹
線
鉄
道
大
規
模
改
修
引
当
金
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
新
幹
線
鉄
道
の
大
規
模
改
修
の
円
滑
な
施
行
を
図
る
た
め
、
こ
の
法
人
が
大
規
模
改
修
実
施
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
大
規
模
改
修
工
事
に
係
る
鉄
道
事
業
法
上
の
手
続
の
特
例
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


